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平成22年度生物多様性保全推進支援事業 公募要領

１．目的

地域における生物多様性の保全再生に資する活動等に必要な経費の一部を国が交付するこ

とにより、地域における先行的・効率的な活動を支援し、国土全体の生物多様性の保全再生

を着実に進めることにより自然共生社会づくりを推進する。

２．事業の概要

自然共生社会づくりを着実に進めていくため、地域における生物多様性の保全再生に資す

る活動等に対し、活動等に必要な経費の一部を国が交付する。

交付の対象となるのは下記支援メニューのいずれかに合致する活動等であって、地域にお

ける生物多様性の保全再生に資する活動等を実施するために必要な経費とする。

なお、交付金を充てることのできる割合は当該事業費の２分の１以下とし、交付対象経費

は別表のとおりとする。

３．事業の要件

次の（１）～（３）に掲げる各支援メニューの要件のうち、少なくともいずれか一の項目

に該当すること。

（１）野生動植物保 特定鳥獣保護管理計画に位置づけられた事業など、地域にお

護管理対策 ける適正な野生動物保護管理対策であって、国の生物多様性保

全施策の観点から保全対策推進の必要性が高い事業

環境省版レッドリストの絶滅危惧Ⅱ類以上に位置づけられる

種であって、緊急な対策等が必要な種に関する事業

（２）外来生物防除 特定外来生物等（要注意外来生物、国内の他地域から持ち込

対策 まれた外来種を含む ）に関する対策であって、国の生物多様。

性保全施策の観点から保全対策推進の必要性が高い事業

（３）重要生物多様 法令もしくは国際条約に基づく保護地域、ユネスコの定める

性地域対策 生物圏保存地域（ＭＡＢ 、または環境省の選定する重要湿地）

もしくは特定植物群落における事業等であって、国の生物多様

性保全施策の観点から保全対策推進の必要性が高い事業

ただし、次に該当する場合は、交付金の対象とならない。

① 地方公共団体以外の機関、団体等からの委託、補助、助成等を受けることとなる

事業（他の助成金等と本事業による交付金の充当範囲が明確に分離できる場合を
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除く）

② 収益を目的とした事業

③ 宗教的または政治的宣伝意図を有する事業

④ 地域における生物多様性の保全再生とのつながりが認められない事業

４．応募主体

22 67公募の対象は 地方公共団体 都道府県 市町村及び地方自治法 昭和 年法律第、 （ 、 （

号）第 条に規定する特別区又はその他の団体等であって、自然環境局長が承認し281

（ 、「 」 。）） （ 、た者 以下 地方公共団体等 とする の参加を得た地域生物多様性協議会 以下

「協議会」という ）とする。なお、上記団体の承認は、当該団体等の定款又は規約、。

活動状況等に基づき審査を行った上で行うものとする。

また、事業開始までに協議会の設置が見込まれる地方公共団体等についても公募の対

象とする。

５．協議会の要件

協議会は、原則として、２以上の主体から構成されるものとし、会員に活動等を実施

する地域の地方公共団体等が含まれていること。ただし、国の機関は協議会の会員に含

まれないものとする。

なお、協議会としての意思決定の方法、会計処理の方法等について、以下に掲げる協

議会の運営に係る規約等が定められていること。

① 協議会規約

② 会計処理規程

６．事業期間

原則１箇所あたり２年程度とする。ただし、継続の必要が高いと認められる場合は、

１年を単位として事業期間を延伸することができる。

なお、平成 年度の事業期間は採択から平成 年３月末までとする。22 23

７．応募期間

平成 年２月８日（月）から２月２６日（金）まで（必着）22

８．応募方法

別添様式応募申請書に必要事項を記入・押印の上、郵送または持参により、下記提出

先に２部提出するとともに、別途電子メール（ あて）にて電子ファNBSAP@env.go.jp

イルを送付して下さい （電子ファイルは押印不要）。

９．提出先

各地方環境事務所又は自然環境事務所（別添「提出先一覧」参照）
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１０．審査方法

書類選考により対象を絞った後 「生物多様性保全推進支援事業審査委員会」による審、

査により採択事業を決定する。審査に当たっては、必要に応じてヒアリングの実施や追加

資料の作成・提出等を求める場合がある。

なお、審査結果については、ホームページ等を通じて公表する。

１１．問い合わせ先

環境省自然環境局自然環境計画課自然環境計画課

： （内線 ）TEL 03-3581-3351 6436

FAX 03-3591-3228：

E-mail NBSAP@env.go.jp：

１２．スケジュール

○２月 ８日： 公 募 開 始

○２月２６日： 締 め 切 り

○３月中 ： 審 査

○３月以降 ： 採択事業の決定・公表

１３．実施スキーム

応募

採択 地域生物多様性協議会

事業者採択後の手続き

協議会の承認申請

協議会の承認通知

地域住民 組合

事業計画の承認申請国

事業計画の承認通知（環境省）

NPO･NGO その他の地域

の活動団体交付金の交付申請

交付金交付決定通知

地方公共団体等
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※ 協議会の承認申請は、支援事業の公募期間に関わらず随時受け付ける。

１４．採択された場合の留意点

採択後に、事業計画の承認及び交付決定等の手続きが必要となる。交付決定等に当た

っては実施要綱、交付要綱等に基づき更に詳細な審査を行うことになる。なお、事業期

間にかかわらず、交付決定は毎年度行う必要がある。


